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人口動態統計特殊報告 

令和４年度(2022) 「離婚に関する統計」を公表します 

 
  

 厚生労働省では、このほど、令和４年度「離婚に関する統計」の概況を取りまとめ 

ましたので公表します。 

人口動態統計特殊報告は、毎年公表している人口動態統計のデータをもとに、出生、

死亡、婚姻、離婚の内容による数種類のテーマを主として、昭和 59年度以降ほぼ毎年

公表しています。令和４年度は、離婚をテーマとしています。 

 この概況では、令和２年までの結果をもとに、離婚の動向について多面的に分析を行

ったもので、今回で５回目となります。 

 

 

【結果のポイント】 

○有配偶離婚率（有配偶人口千対）をみると、夫妻ともにどの年齢階級も上昇傾向で

推移していたが、令和２年では、低下している年齢階級が多い。（９頁、図９） 

 

○令和２年では、｢年齢別婚姻率の合計（平均して一生の間に結婚する回数）｣に対す

る｢年齢別離婚率の合計（平均して一生の間に離婚する回数）｣の割合は、男女とも

0.32 となり、およそ結婚した３組に１組が離婚していることになる。（20頁、表４） 

 

詳細は、別添概況をご覧ください。 
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